
即時抗告・
異議の申立

特別抗告

第３次 S31.8.10 ○ 　 （再審開始決定取消）

第６次 S54.9.27 ○
1年2か月

（第3次の再審開始
決定からは24年4か月）

S54.6.6 ○ 1年9か月 ○

S54.12.6 ○ 3年2か月 ○

S55.12.13 ○ 2年3か月 ○

S57.12.20 ○ 2年2か月 ○

S61.5.29 ○ 10か月 ○

H4.3.23 ○ （再審開始決定取消） （再審公判に至らず）

H5.11.1 （不服申立てせず）

第１次 H14.3.26 ○ （再審開始決定取消）

第３次 H29.6.28 ○ ○ （再審開始決定取消）

H17.4.5 ○ （再審開始決定取消） （再審公判に至らず）

H17.9.21 ○ ○ 4年3か月 ○

H21.6.23 （不服申立てせず）

H23.11.30 ○ （再審開始決定取消） （再審公判に至らず）

H24.3.7 ○ 3年7か月

H24.6.7 ○ 2か月

H26.3.27 ○ 9年 ○

H28.6.30 ○ ○ 2年3か月

H29.12.20 ○ 1年3か月

H30.7.11 ○ ○ （係属中） （再審請求手続中）
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